
お客様各位 

令和６年１０月１日 

愛知県中央信用組合 

理事長 森 茂樹 

 

「吉良支店」の店舗移転のお知らせ 

 

 拝啓、平素は当組合に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、長年にわたり当地域のお客様からご愛顧いただいておりました「吉良支店」は、令和 7年 2

月 21日（金）をもって現店舗での営業を終了し、令和 7年 2月 25日（火）より、「西尾支店」内に

移転し、店舗内店舗の形態（一つの店舗内に複数の営業店が同居し、営業を行う形態）で営業をさせ

ていただくこととなりました。 

 今回の店舗移転により、支店名称、支店番号、口座番号の変更はございませんので、現在、お取

引いただいております通帳、証書、カード等はそのまま継続してご利用いただけます。 

 また、「吉良支店」に設置の ATMにつきましては、「西尾支店」の店外 ATMコーナーとして、営

業を継続させていただくほか、渉外係の訪問も継続してまいります。 

 当組合では今後も質の高い金融サービスの提供に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

敬具 

 

記 

１．移転日 

  令和 7年 2月 25日（火） 

  現在店舗での窓口営業は、令和 7年 2月 21日（金）までとなります。 

 

２．住所・電話番号 

 

 

３．お問合せ先 

今回の移転に関しまして、ご不明点等がございましたら、 

吉良支店または西尾支店までお気軽にお問合せください。 

 

以上 

移転前

郵便番号：444-0516

住　　所：西尾市吉良町吉田八ッ田7番の1

電話番号：0563-32-1128

FAX番号：0563-32-3415

移転後

郵便番号：444-0891

住　　所：西尾市下町神明下35番地

電話番号：0563-56-8121　（西尾支店の番号に変更となります）

FAX番号：0563-54-5804　（西尾支店の番号に変更となります）



令和６年１０月１日 

お客様各位 

愛知県中央信用組合 

 

吉良支店の店舗移転に関するご案内 

 

 

Ｑ１．どうして吉良支店を西尾支店内に移転させるのですか。 

 Ａ．近年では多くの金融機関が経営力強化のため店舗配置の見直し等が行われています。 

   当組合でも例外ではなく店舗配置の効率化を検討した結果でございます。店舗を集約することに

より一層の経営力強化とサービス向上を図れるものと判断いたしました。 

   お客様にはご不便をおかけすることの無いよう万全を期してまいりますので、従来通りのご支援、

ご愛顧いただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ２．移転日はいつですか。 

 Ａ．吉良支店（現店舗）での窓口営業は令和 7年 2月 21日（金）までとなります。 

   西尾支店内での営業開始日は、令和 7年 2月 25日（火）からとなります。 

 

Ｑ３．店舗名はどうなりますか。 

 Ａ．変更はありません。引き続き、「愛知県中央信用組合 吉良支店」です。 

 

Ｑ４．移転先はどこですか。 

 Ａ．愛知県中央信用組合 西尾支店内です。 

   住所は、西尾市下町神明下 35番地です。 

 

Ｑ５．電話・ＦＡＸ番号は変わりますか。 

 Ａ．移転後、西尾支店の電話・ＦＡＸ番号に統合させていただきます。 

   電話番号：0563-56-8121 

   ＦＡＸ番号：0563-54-5804 

 

Ｑ６．店舗内店舗とはどのような店舗なのですか。 

 Ａ．吉良支店と西尾支店が一つの建物の中で一緒に営業する店舗となります。 

 

Ｑ７．吉良支店の店番、預金の口座番号はどうなりますか。 

 Ａ．変更はありません。引き続き、「吉良支店」「店番 018」「口座番号」となり、そのままご利用いた

だけます。 

 



Ｑ８．現在使用している通帳、証書はどうなりますか。 

 Ａ．そのままご利用いただけます。 

 

Ｑ９．キャッシュカード、ローンカードはどうなりますか。 

 Ａ．そのままご利用いただけます。 

 

Ｑ１０．年金受取りや給与振込をしていますが、何か手続きが必要ですか。 

 Ａ．手続きは不要です。そのままご利用いただけます。 

 

Ｑ１１．各種料金の自動引き落としをしていますが、何か手続きが必要ですか。 

 Ａ．手続きは不要です。そのままご利用いただけます。 

 

Ｑ１２．振込の受取指定金融機関としていますが、何か手続きが必要ですか。 

 Ａ．手続きは不要です。そのままご利用いただけます。 

 

Ｑ１３．現在、利用している事業性融資や各種ローン、出資金に関して何か手続きが必要ですか。 

 Ａ．手続きは不要です。ご返済も現在ご指定の口座からこれまで通り引き落としさせていただきます。 

 

Ｑ１４．吉良支店設置のＡＴＭはどうなりますか。 

 Ａ．店外ＡＴＭコーナーとして営業を継続しますので、ご利用ください。 

なお、作業の為、2月 22日、23日、24日の 3日間、一時休止を予定しております。一時休止

の場合は、お近くのセブン銀行 ATM 等をご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご理解のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

Ｑ１５．現在、営業担当者が訪問してくれています。今後も訪問してくれますか。 

 Ａ．引き続き訪問させていただきます。 

 

Ｑ１６．貸金庫を利用していますが、何か手続きが必要ですか。 

 Ａ．誠に申し訳ございませんが、店舗移転に伴い、吉良支店（現店舗）に設置の貸金庫については、ご

利用いただけなくなります。ご利用中のお客様については、今後のお手続きや最寄りの店舗のご紹介

等、改めて営業店担当者よりご連絡させていただきます。 

   ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

【お問い合わせ先】 

 ・吉良支店：0563-32-1128（令和 7年 2月 21日まで） 

 ・西尾支店：0563-56-8121 

 

以上 


	総企№6-028 付1 吉良支店の店舗内店舗化について
	総企№6-028 付2 吉良支店の店舗内店舗化について

